
厚⽣労働省 保険局

マイナ保険証の円滑な利⽤について

資料４



オンライン資格確認の利⽤状況

【1⽉分実績の内訳】

※利⽤率=マイナ保険証利⽤⼈数/レセプト件数
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資格確認書（⼈）マイナンバーカード（⼈）合計（⼈）
7,134,13713,582,42820,716,565病院
21,776,37246,018,79367,795,165医科診療所
6,611,43114,070,18020,681,611⻭科診療所
23,750,33534,577,13258,327,467薬局
59,272,275108,248,533167,520,808総計

診療情報（件）薬剤情報（件）特定健診等情報（件）
8,476,1451,983,3524,956,528病院
40,331,01415,455,63115,058,540医科診療所
5,107,8093,521,8894,782,621⻭科診療所
26,943,1608,810,07114,770,316薬局
80,858,12829,770,94339,568,005総計
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今後のマイナ保険証の利⽤促進に向けた取組

①スマートフォンのマイナ保険証利⽤ができる医療機関・薬局の環境整備や、②事業主を通じた⼊社時からのマイナ
ンバーカードの取得・マイナ保険証の利⽤の呼びかけを引き続き進めることに加え、③こども医療費等の医療費助成
の受給者証とマイナンバーカードの⼀体化を進めていくことで、現時点で相対的に利⽤率が低い若い世代においても
マイナ保険証の利便性・利⽤体験が向上するよう、利⽤促進に向けて取り組む。

※マイナカード保有率は令和7年９⽉時点のデータ
※受診時のマイナ保険証利⽤件数割合=マイナ保険証利⽤件数/オンライン資格確認利⽤件数
（オンライン診療を除く︓名寄せ前）
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スマートフォンのマイナ保険証利⽤／次期顔認証付きカードリーダーの状況

4

• 医療機関・薬局向けの汎⽤カードリーダーの補助事業を１⽉末まで実施。スマホの利⽤開始（R7.９）から約半年で、約
11.7万施設（オン資導⼊済み施設の約５割以上）でスマホ対応の環境が整備されている。

• 現⾏の顔認証付きカードリーダーの保守期限到来（令和８年３⽉末から順次）に当たり、次の規格の顔認証付きカードリー
ダーの仕様を定め、現在メーカーにて開発中、令和８年度から順次発売開始予定。

• マイナ保険証の利⽤環境の維持・利便性向上のため、次期顔認証付きカードリーダーを導⼊する医療機関・薬局に対し、令
和７年度補正予算により⼀部費⽤の補助を実施（補助率は1/2の予定）。

オン資導⼊済み医療機関・薬局におけるスマホ対応済み施設割合 次期顔認証付きカードリーダー

・単独でスマホの読み取りが可能

・テンキーに対応

・⾳声案内が可能

① ②

①キャノンマーケティングジャパン

②パナソニックコネクト

注）このほか、リコージャパン社も開発中
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患者 医療機関・薬局

ピッ

マイナンバーカードを活⽤した医療費助成の効率化の推進

オンライン資格確認等
システム

（⽀払基⾦・国保中央会）

PMH医療費助成
システム

マイナ保険証を提⽰

医療保険の資格情報を回答
※同意取得の上で診療・薬剤情報も提供

資格照会

情報連携

資格情報
を登録

⾃治体等

紙の受給者証は不要

公費負担医療※のオンライン資格確認に係る業務を⾃治体等から⽀払基⾦⼜は国保連に委託
※障害者総合⽀援法に基づく精神通院医療・更⽣医療、難病法に基づく特定医療費、児童福祉法に基づく⼩児慢性特定疾病医療費など

⽀払基⾦⼜は国保連
において、システム
の管理・運⽤等の業
務を全国規模で実施

※上記業務に要する費⽤
については、⽣活保護
のオンライン資格確認
の費⽤負担等を勘案し、
医療費助成の実施主体
である⾃治体（都道府
県・市区町村）等が負
担する⽅向で調整を進
める。

マイナンバーカードを活⽤した医療費助成（公費負担医療・地⽅単独医療費助成）の効率化については、デジタル庁においてオンライン資格確
認に必要なシステムが設計・開発・運⽤されるとともに、令和５・６年度に183⾃治体（22都道府県、161市町村）が先⾏実施事業に参加。
メリットを全国規模で広げていくため、「医療DXの推進に関する⼯程表（令和５年６⽉２⽇医療DX推進本部決定）」「デジタル社会の実現に向けた重
点計画（令和７年６⽉13⽇閣議決定）」「医療法等改正法」等に基づき、順次、参加⾃治体を拡⼤し、令和８年度中に全国規模での導⼊を⽬指す。
その上で、安定的な実施体制の整備のため、⽀払基⾦⼜は国保連において、医療費助成のオンライン資格確認に係るシステムの管理・運⽤等の
業務を実施する体制を整備する（令和９年度より）

◎想定されるメリット
紙の受給者証を持参する⼿間が軽減するとともに、紛失リスクがなくな
り、持参忘れによる再来院も防⽌｡【患者、⾃治体】
医療保険の資格情報及び受給者証情報の⼿動⼊⼒の負荷をセットで削減
できる｡【医療機関・薬局】
正確な資格情報に基づき請求を⾏えるため（資格過誤請求が減少）、医
療費の請求・⽀払に係る事務負担が軽減｡【医療機関・薬局、⾃治体】
医療費助成の資格確認に関する事務負担や⾃治体への照会が減少。受給
者証忘れによる償還払いの事務も減る｡【医療機関・薬局、⾃治体】
マイナ保険証の利便性向上によって、マイナ保険証の利⽤が促進され、
患者本⼈の薬剤や診療のデータに基づくより良い医療の提供が図られる。
【患者、⾃治体、医療機関・薬局】

第６回「医療DX令和ビジョン2030」厚⽣労働省推進
チーム（令和７年１⽉22⽇）資料１ ⼀部改編

︓

医療法等改正法
において規定して
いる事項

※
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事業主を通じたマイナ保険証の利⽤促進
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⼊社の時点からマイナンバーカード・マイナ保険証の利⽤が定着するよう、内定段階から、事業主から本⼈に対して、
・円滑な加⼊⼿続のためのマイナンバーの提出とともに、
・マイナンバーカードの取得やマイナ保険証の利⽤を呼びかけるなど、
ライフステージの変化に応じて⾃然とマイナ保険証を利⽤いただくような取組を、関係団体と連携し、事業主に対して周知。

事業主から内定者への
マイナンバー提出の呼びかけに活用するチラシ（例）


